
 

 

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定める。 

  令和８年３月１３日 

 

                                    函館市長  大  泉     潤   

 

函館市規則第１４号 

   一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する 

   規則 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３０年函館市

規則第６０号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の１２第１号ア中「１００分の２１０」を「１００分の 215」 

 に，「１００分の２５０」を「１００分の２５５」に改め，同号イ中

「１００分の１７５」を「１００分の１８０」に改め，同条第２号中

「１００分の５２」を「１００分の５４．５」に改める。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を次のように

改正する。 

  第８条の１２第１号ア中「１００分の２１５」を「１００分の 

 ２１２．５」に，「１００分の２５５」を「１００分の２５２．５」

に改め，同号イ中「１００分の１８０」を「１００分の１７７．５」 

 に改め，同条第２号中「１００分の５４．５」を「１００分の 53.25」 

に改める。 

   附 則 

１ この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，令

和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行

規則の規定は，令和７年１２月１日から適用する。 


